
 

 

 

 

 

就業体験・体験学習 ～高等部、卒後に向けて～ 
高等部では、６月と９月に就業体験・体験学習の機会が設けられています。２年次から校外での体験実習に取り組む

生徒が多くいます。校外での体験には、「就業体験」と「体験学習」とがあり、次のように目的等が異なります。 

就業体験は、『就労をめざして』一般事業所や就労移行支援事業所・就労継続支援Ａ型事業所・就労継続支援Ｂ型事業

所で行います。一方、体験学習は、『卒後の日中活動等への円滑な移行をめざして』生活介護事業所などで行います。 

６月３日（月）～６月７日（金）の期間を中心に、高等部２・３年生が前期の体験に臨みます。 

１・２班では、「感謝と素直な気持ち」「挨拶、返事、報告、依頼」「適切な言葉遣い」「ルールやマナー、時

間を守ること」などを目標にしています。３班・訪問では、「学校や家庭と異なる環境の中で、施設等の雰囲気に

慣れ、自分らしさを発揮できること」を目標にしています。 

就業体験先は、以下の①で、２・３年生３名が１週間程度取り組みます。 

体験学習先は、以下の②で、２・３年生８名が１日もしくは実態に応じた日数で行います。 

 

【① 就業体験 B型事業所及び一般事業所】 

就労支援事業所ライフ 

足利市八幡町 504-4【就労継続支援Ｂ型】 

邑楽ライフ 

邑楽町中野 4564-1【就労継続支援Ｂ型】 

株式会社 ミツバ 

桐生市広沢町１－２６８１【一般事業所】 

 

【② 体験学習 生活介護事業所】※見学も含まれます 

障害者デイサービス オペラ 

みどり市笠懸町鹿 614-2 【生活介護】 

デイホーム孫の手・いせさき 

伊勢崎市連取町 3052【共生型生活介護】 

ＮＰＯ法人障害者支援グループ昴 生活介護マーズ 

桐生市新宿 2-2-8【生活介護】 

生活介護 Earth 

太田市新田小金井町 1317-7【生活介護】 

多機能型事業所 フルール 

伊勢崎市茂呂町 2-649-1【生活介護】 

株式会社ワンライフ iba-sho 

伊勢崎市西久保町 3-1040-1【生活介護】 

生活介護事業所プラムの森・リトルホーム 

佐波郡玉村町上之手 586－1【生活介護】 

療育センターきぼう障害者デイサービスおおぞら 

みどり市大間々町大間々24-14【生活介護】 

桐生みやま園 指定障害福祉サービス事業所 なるかみ寮 

桐生市川内町 5-1199【生活介護】 

セルプわたらせ 

桐生市相生町 2－925－1【生活介護】 

群馬県立障害者リハビリテーションセンター 

伊勢崎市波志江町 3030-1【施設入所･生活介護、短期入所】 

 

※「生活介護」とは？ 

「障害福祉サービス」の一つ。事業所において入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の支援や、軽作業等の生

産活動や創作的活動の機会を提供するもの。対象は、障害支援区分３以上の障害者。 

※「共生型生活介護」とは？ 

「介護保険サービス」もしくは「障害福祉サービス」の適用で、対象は高齢者及び障害支援区分３以上の障害者

で、広く受入れ可能となります。「生活介護」と同様、入浴・排せつ・食事等の支援を受けることができます。 
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在学中の放課後等デイサービスから、卒後の生活介護事業所等への移行について 

～ 仕事をもつ保護者の方にとって、切実なこと ～ 

 

 

☆伊勢崎高等特別支援学校見学会等の予定☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

種  別 日  時 対  象 締切 

学校見学会・進路相談会① ７月12日（金）9:00～11:20 中３生 6/28 

学校見学会・進路相談会② 10月  2日（水）12:40～15:00  〃 9/13 

生徒募集説明会 10月17日（木）時刻未定 中３保護者・教職員 未定 

産業科選択作業授業体験会 10月25日（金）時刻未定 中３生 未定 

高等部卒業後の進路先を検討する中で、『事業所の利用時間と、保護者の仕事との兼ね合い』が

出てきます。このことは、仕事をもつ保護者の方にとって、切実な問題でもあります！！ 

 高校生までは放課後等デイサービスを利用することができます。放デイは、夕方までのお子様の

居場所であり、保護者にとっては、安心して預けることのできる拠り所でもあります。 

 しかし、放デイの利用は、高等部卒業後の３月で終了となります。卒業後に、介護系サービス

（生活介護等）や訓練系サービス（B型等）の日中活動に移行する場合、朝夕の時間帯がネックに

なることがあります。これらのサービスでは、日中活動が終わると 

午後３時頃送迎車が事業所を出発する所が多くあります。そのため、 

高校生のときより早い時間帯から家で過ごすことになり、夕方まで働く保護者にとっては切実な

問題となります！！ 

一つの方法として、共生型（高齢者から障害者まで受入れ）の生活介護を探す手があります。障

害者だけの生活介護に比べて、共生型の方が夕方の利用時間が少し長い傾向にあります。しかし、

事業所によって差異があり、具体的な条件を擦り合わせ、確認をしてみないと何とも言えません。 

仕事との兼ね合いで気になる方は、自宅と事業所までの距離や、送迎可能かどうか、迎えから帰

宅までの時間など、詳細について、早めに事業所に当たってみるとよいと思います。 

※放課後等デイサービス：原則６歳から１８歳までの小・中・高校生を対象に放課後や

長期休みに子供一人一人に合わせた発達支援のサービス 

※ 前号でお伝えできなかった学校です 


